
スモール・ビジネス育成支援事業補助金
オンライン事前相談会の開催について

令和４年度島根県地域振興部中山間地域・離島振興課

◎スモール・ビジネス育成支援事業とは・・・？

問合せ先：島根県地域振興部中山間地域・離島振興課 地域経済振興スタッフ
TEL:0852-22-6449 MAIL:chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp

・計画がスモール・ビジネスに合致しているかどうかが分からない
・応募にあたって計画の方向性を整理したい
・作成した事業実施計画書や収支計画の改善点を教えてほしい

◎事前相談会の申込について

日時：令和4年4月20日（水）
9:00,9:40,10:50,11:30,13:00,13:40,14:50,15:30,16:40（先着9者）

相談時間：1者につき30分程度
実施方法：zoom（前日までにzoomURLを送付します）
対象者：R4年度に当補助金の活用を検討し、応募を予定する事業者
専門家：株式会社アクトミライ 岩舘 邦和 氏

（スモール・ビジネスアドバイザー派遣 全体コーディネーター）
相談料：無料（通信設備や視聴機器は相談者自身でご用意ください）
申込方法：4月15日（金）までに下記内容を問合せ先までメールでご連絡ください。

①第1～3希望時間 ②応募書類（メールに添付すること）
③参加者氏名 ④事業実施予定の所在地
⑤zoomURLの送付先メールアドレス ⑥電話番号 ⑦相談内容

留意点：開始時間までにzoomに入室いただけなかった場合は中止します。

4/20（水）相談会

先着順・無料

◎こんなお悩みがあれば、ぜひご相談ください！！

令和4年度「スモール・ビジネス育成支援事業補助金」の活用を検討し、応募を予定
する事業者の皆様を対象に、専門家による個別のオンライン相談会を実施いたします
ので、相談ご希望の方は下記によりお申し込みください。

◎事前相談会のポイント

下記「事前相談会の申込について」に沿って申込をしてくだ
さい。

4/15（金）までに

専門家が事前に応募書類を確認した上でアドバイスをするた
め、相談者はより的確な指摘を受けることができます！

相談会終了後 専門家のアドバイスを踏まえ、補助金の公募終了（5月23日）
までにフラッシュアップした上で応募することができます！

（注）本補助金は中山間地域の事業者を対象にしています。
詳細はhttps://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/chiiki/chusankan/small-business/をご覧ください。


